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（目　　的）
第１条　この規程は、従業員の創意工夫を奨励するとともに、「仕事への積極的参加」を促進し、能力開発を図ることにより、「明るい職場・風通しのよい職場」と「強い企業体質」をつくり、企業の発展に寄与することを目的として定めたものである。

（対　　象）
第２条　①　この規程により提案できる有資格者は、幹部職・出向者・係長・試用期間中者・嘱託者・休職者を除く全従業員とする。
　　　　②　集計関係については毎月の集計は前年度３月１日、年度末の集計は当年の３月１日の雇用関係を採用する。
　　　　③　提案は、個人または２人以上共同で行うことができる。

（事務局）
第３条　事務局は品質管理室とし、次の事項を行う。
1. 改善提案の受付、番号付与、改善提案関係資料作成
2. 工場長、各部署長、労働組合委員長へ書類審査依頼
3. 書類審査結果を改善提案推進員へ回覧
4. 社内へ改善提案の審査結果通知
5. 採用された改善提案の褒賞金準備
6. 改善提案シート及び関連資料の保管
7. その他改善提案推進に関すること。

（改善提案推進員）
第４条　①　改善提案の積極的な推進及び運営の円滑を期するため各部署に所属長が指名した改善提案推進員（以下推進員）を置きその所管の範囲に従って次の業務を行う。
　　　　　1.　改善提案の推進に関すること
　　　　　2.　提出された改善提案の調査、及び考案に関する指導
　　　　　3.　改善提案の受付、及び提案事項に関する効果確認
　　　　　4.　改善提案の評定・評価
　　　　　5.　提出された改善提案の審査結果を部署内へ周知

（提案事項）
第５条　この規程による提案事項は、各人の創意により、「より早く」「より安全に」「より品質良く」「より安く」商品を開発・製造・販売するための具体的方策であり、内容の大小及び着想の深浅にかかわらないものとする。また、単なる苦情や改善内容が曖昧なものは受け付けない。
　　　　　（注）提案事項の例示
　　　　　　1.　新技術の開発または技術の改良
　　　　　　2.　機械設備などまたはその操作上の改善
　　　　　　3.　品質の向上、不良品もしくは廃品の減少、またはその活用
　　　　　　4.　原燃料・資材もしくは消耗品などの改善または節約
　　　　　　5.　作業工程・作業時間・作業状態・生産手段もしくは製品の外装の改善
　　　　　　6.　安全衛生設備・保護具もしくは工具冶具などの考案または改善
　　　　　　7.　製品もしくは原材料などの受入れ･出荷･検査･運搬または保管方法の改善
　　　　　　8.　行事習慣などの改善
　　　　　　9.　工場内の保安設備または清掃美化の改善
　　　　　 10.　事務能率を向上させる方法または管理運営方式の改善
　　　　　 11.　パトロール及びヒヤリハット指摘箇所の改善
　　　　　 12.　その他業務活動の改善。ただし、個人人事に関することを除く

（改善提案の提出）
第６条　①　改善提案は、改善シート（別紙－1）に所要事項を記載し、推進員に提出する。
　②　提案に当たっては、次の事項を記入の上、審査・評定者が理解及び判断する上で必要かつ十分な説明資料を添付して提出する。
1. 題目
2. 提案者の所属、氏名
3. 提案年月日及び既に実施した提案にあっては実施年月日
4. 効果
5. 改善前の状況、問題点
6. 改善点、改善後の状況
7. 改善目的

（改善提案の受付）
第７条　推進員は、改善シートを受け取った場合、又は提案者の相談に応じ、その内容を調査し、改善シートの改善、考案の指導援助を行う。改善シートをまとめた後、提案の主管部所長と合議の上、評定・評価をする。

（評定、評価）
第８条　①　推進員は提出された提案の内容を吟味し、改善シートの評定、評価項目及び意見を記入する。
　　　　②　評定は次の項目について点数評価しその合計点により行い、特級から協力賞の８段階評価とする。
1. 着想
2. 努力
3. 応用性
4. 効果（数量的に把握できるものは年間利益で換える）
5. 安全効果
　　　　③　次いで係長、課長（グループリーダーを含む）、部・室長の順で評定・評価項目及び意見を記入し、品質管理室長に提出する。係長制をとっていない部署では、係長欄の記入は不要とする。
　　　　④　4級以下の場合は、部・室長までの評定・評価を参考に品質管理室長が級を確定する。
　　　　⑤　3級以上の場合は、事務局が改善提案審査委員会にかける。当委員会は第9条の通りとする。
　　　　⑥　等級が確定したら、品質管理室長は改善シートを事務局に送付する。

（改善提案審査委員会）
第９条　①　改善提案審査委員会を置き、その構成は次の通りとする。
　　　　　　 委員長：工場長
　　　　　　 委　員：各部署長、東ソー日向労働組合委員長
　　　　　　 事務局：品質管理室
　　　　②　改善提案審査委員会の機能は次の通りとする。
1. 3級以上の提案に対する審査、評定
2. 審査、評定結果の公表
3. 特級案件、1級～3級の提案に対する表彰、褒賞金贈呈
　　　　③　事務局は委員会の機能を支援し、次の業務を行うものとする。
1. 改善提案審査委員会の開催、司会進行、議事録作成
2. 表彰状、褒賞金贈呈の準備
　　　　④　委員長は提案の内容により、説明を行う提案者の所属部署長、援助を行う推進員、関連する係長、スタッフ等もオブザーバーとして出席させることができる。
　　　　⑤　改善提案審査委員会の審査権は委員長、委員が持つ。
　　　　⑥　改善提案審査委員会の決定権は委員長とする。
　　　　⑦　現段階より評定や年間利益の改善効果が更に見込めると判断された場合は保留とし、調査期間を設け再検討を命じることができる。保留となった案件の再審査については第11条に定める。
　　　　⑦　等級が確定した改善シートは事務局に提出する。
　　　　⑧　改善提案審査委員会は必要に応じて開催する。

（未実施提案の取扱い）
第10条　①　未実施の場合は、着想が良く、提案者の努力が認められる場合は協力賞とすることができる。また、改善実施後は、再度提案し、再評価することを認める。

（再評価）
第11条　①　予算取得の関係で、分割実施となった場合は、一旦一部実施の効果で評価して
おき、完全実施後に再評価することを認める。
　　　　②　3級以上の提案で保留となった案件は、該当部署が調査期間内に調査し、改善提案審査委員会で再審査を行う。
③　保留の案件については、再評価された月の提案として取り扱う。

（改善提案の受理）
第12条　①　事務局は品質管理室長から改善シートを受け取り、番号を付けた後、下記資料を作成し、工場長、部署長、労働組合委員長に改善提案審査書類通知書にて承認を得る。
1. 改善提案一覧表（別紙－２）
2. 改善提案集計表１（別紙－３）
3. 改善提案集計表２（別紙－４）
　　　　②　部署長等の承認後、返却された資料を推進員に回覧する。

（褒賞金の決定）
第13条　①　事務局は改善提案褒賞金一覧表（別紙－５）を作成し、推進員回覧から返却された資料を添付して総務課へ支給額を通知する。
　　　　②　総務課の担当者は事務局から通知された資料を確認後、改善提案褒賞金支給一覧以外を事務局に返却する。
　　　　③　褒賞金額については第16条～第17条に定める。

（採用提案の周知）
第14条　①　審査の結果、採用された提案については、業務上秘密を要する場合を除き、原則として提案者名及び提案件名を社内に公表する。
　　　　②　等級確定後は事務局から推進員を経て部署内に通知する。
　　　　

（管理・保管）
第15条　①　改善シート及び関係書類は事務局が保管する。
　　　　②　保存期間は協力賞～４級については５年、３級～特級については永年とする。

（個人賞）
第16条　提出された改善提案については、それぞれ提案者に対して次の基準により褒賞を行う。
	褒賞等級
	感謝状
	賞（円）

	特　級
１　級
２　級
３　級
４　級
５　級
６　級
協力賞
	社　長
〃
工場長
〃
	その都度決定
　　 55,000
　　 33,000
　　 16,500
　　　5,500
　　　1,650
　　　 550
　　　 320



（団体賞）
第17条　①　年間の改善提案提出件数が多く、一人あたりの平均得点が高い職場に対しては、団体賞、団体優良賞又は団体優秀賞を授与する。
	賞
	褒賞内容

	団体優秀賞
団体優良賞
団　体　賞
	感謝状及び賞金一人あたり7,000円
感謝状及び賞金一人あたり5,000円
感謝状及び賞金一人あたり2,000円



　　　　②　前項の平均得点は、各提案に下記の級別ウエイトを掛けて求めた職場単位の総得点を当該職場の対象人数員で除したものとし、25.0点以上を団体賞、50.0点以上を団体優良賞、70.0点以上を団体優秀賞とする。
	等級
	特級
	1級
	2級
	3級
	4級
	5級
	6級
	協力賞

	ウエイト
	20
	16
	13
	10
	7
	5
	3
	1



（工業所有権取得の場合の取扱い）
第18条　この規程により提案された事項について、会社が工業所有権を取得したときは、提案者に対して正社員就業規則に基づき褒賞金を支給する。この場合の褒賞金は、この規程により行った褒章の賞金額を考慮して行う。

（権利の帰属）
第19条　①　この規程により提案し、受理されたものの権利は、原則として会社に帰属するものとする。
　　　　②　この規定により提案し、受理されたものについては、会社の承認を受けずに外部に公表してはならない。

（規程の管理）
第20条　この規程の管理は、品質管理室長が行う。

付　　則

1 この規程は、１９９５年１０月　１日から施行する。
2 ２０１１年　３月１６日　一部改訂
3 ２０２５年　１０月３１日　一部改訂

－1－

